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第１章 大綱の策定について 

 

１ 大綱策定の趣旨 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号。以

下「法」といいます。）が平成２７年４月１日に一部改正されたことに伴い、

地方公共団体の長は、教育基本法（平成１８年法律第１２０号）に規定する国

の教育振興基本計画を参酌し、地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、

学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱（以下「大綱」といいます。）

を定めるものとされました。 

 

 

２ 大綱の名称 

大綱の名称は、法では、教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の

大綱とされており、自治体によっては、「教育大綱」、「教育の振興に関する施

策の大綱」、「教育の施策の大綱」「教育に関する大綱」などの名称を使用して

います。野田市においては、簡潔で分かりやすい「野田市教育大綱」という名

称を使用することとします。 

 

 

３ 野田市教育大綱の策定の考え方 

野田市においては、教育行政の政治的中立性、継続性及び安定性を確保する

ため、野田市教育大綱の策定に当たっては、野田市行政改革大綱（平成２７年

４月改訂）に示された考えた方に基づき、平成２７年５月２７日に開催された

第１回総合教育会議において決定された方針、「教育、学術及び文化の振興に

関する総合的な施策の大綱は、教育委員会が策定する基本方針に沿って策定す

る」によって策定することとしました。 

この基本方針は、教育委員会が、野田市総合計画の基本目標３「豊かな心と

個性を育む都市」の基本方針、質の高い学校教育の実現、生涯学習や郷土愛を

育む学習の推進を踏まえ、策定しているものです。 

今般、当初策定から５年以上が経過し、教育行政を取り巻く環境の変化等を

踏まえると、この基本方針において定めた学校教育、生涯学習、青少年の健全

育成の三つの柱が、大綱の内容とされる、「地方公共団体の教育、学術及び文

化の振興に関する総合的な施策について、その目標や施策の根本となる方針」

に該当すると考えられることから、引き続きこの目標１から目標３までをもっ
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て野田市教育大綱とします。 

 

 

４ 野田市教育大綱の実施期間 

大綱が対象とする期間は、法では定められていませんが、地方公共団体の長

の任期が４年であることや、国の教育基本振興計画の対象期間が５年であるこ

とに鑑み、４年から５年程度を想定しているとされている（文部科学省通知）

ことから、野田市教育大綱が対象とする期間は５年間とします。 

ただし、今後の社会情勢の変化等により、改訂する必要が生じた場合は適宜

見直しをすることができるものとします。 

 

 

５ 野田市教育大綱の推進について 

今後、野田市教育大綱に定めた目標及び取組指針を達成するために、毎年、

重点施策を定め、実施します。その取組状況について、法第２６条の規定に基

づき教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を実施し、その結

果を施策の執行に反映させます。 
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第２章  野田市教育大綱 

 次の世代を担う子どもたちが健やかに育ち、一人一人の市民が豊かな人生を送

ることができるように、学校・地域・家庭がそれぞれの役割を果たしつつ、相互

に連携して教育を推進することができるような教育環境の充実を推進し、野田市

総合計画（２０１６－２０３０）に掲げる、「 ～人のつながりがまちを変える～ 

みんなでつくる 学びと笑顔あふれる コウノトリも住めるまち」を実現するた

めに、野田市の教育行政の目標を次のとおり定める。 

 

【目標１】 

学校・家庭・地域が一体となり、「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」を

そなえた、たくましい幼児・児童・生徒を育成する。 

 

【取組指針】 

○これからの予測困難な時代においても、仲間とともに自ら考え自ら行動できる 

「野田っ子」を育成するために、ＩＣＴも活用しながら、魅力ある学習の機会

を提供していく。 

○郷土を愛し、野田市民としての誇りの心を育むとともに、他人を思いやる心な

ど豊かな人間性を持った「野田っ子」を育成するため、仲間とともに学ぶ充実

した道徳教育の機会を提供していく。 

○自ら健康に気を遣うことができ、心身ともにたくましい「野田っ子」を育成す

るために、仲間とともに健康・体力が向上できる機会を提供していく。 

 

 

【目標２】 

一人一人がその生涯にわたって行う学習を支援するために、学習機会の拡充と

ともに、社会の要請に応じ学習した成果を活かす環境整備を図る。 

 

【取組指針】 

○市民の生涯学習環境の整備を行うとともに、学習機会の拡充と支援に努め、身

近な生涯学習の活動の場となる公民館や図書館等でのサービスの充実を図っ

ていく。 

○全ての市民が幸福で豊かな生活を営むことができる社会を創出するため、健康

スポーツ文化都市宣言に基づき、市民のスポーツ・文化活動を通じて人と人と

の交流を深め、豊かな心とからだを育む環境づくりに取り組んでいく。 
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○全ての市民が、郷土で育まれた豊かな歴史や伝統、郷土の偉人、自然環境など

を学び、郷土への誇りや愛着をもてるまちの実現に向けて取り組んでいく。  

 

 

【目標３】 

次世代を担う子どもたちが健やかに育つ青少年活動の充実とともに地域社会 

全体で育成を図る教育風土の醸成に努める。 

 

【取組指針】 

○次代を担う青少年の健全育成を推進するとともに、非行を防止できるよう安全

安心な地域環境の整備を推進していく。 

○地域の教育力を活用し、豊かな人間性の育成とともに規範意識の醸成に取り組

んでいく。 

 

 

 


